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議会運営委員会会議録 

 

平成２６年８月２５日 月曜日 

  午前１０時０２分開議 

  午後 ０時０３分閉議（実時間 ９１分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．９月定例会の運営について 

２．その他について 

３．持ち帰り協議事項について 

 （１）他市議会に対して提出がなされている

同様趣旨の陳情の取り扱い 

 （２）行政視察を踏まえて他に協議項目があ

るのか 

  ①議運の開催時期について 

  ②議会改革に取り組む基本的な考え方につ

いて 

  ③議会基本条例 

 （３）その他 

  ①海外行政視察について 

  ②所管の常任委員会でも「行政視察を踏ま

えて」として協議の場を設けたらどうかに

ついて 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  山 本 幸 廣 君 

副委員長  鈴木田 幸 一 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  百 田   隆 君 

委  員  幸 村 香代子 君 

議  長  橋 本 幸 一 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 総務部長       木 本 博 明 君 

 議会事務局長     桑 崎 雅 介 君 
 
  議会事務局理事 
            國 岡 雄 幸 君 
  兼次長 
 

                             

○記録担当書記     國 岡 雄 幸 君 

            小 山 貴 晴 君 

 

（午前１０時０２分 開会） 

◎９月定例会の運営について 

○委員長（山本幸廣君） 皆さんおはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り） 

 それでは、ただいまから議会運営委員会を開

会いたします。 

 それでは、まず１番目でありますけども、９

月定例会の運営についてを議題として、（１）

付議案件の（イ）市長提出案件１８件について

説明を求めます。 

○総務部長（木本博明君） はい、委員長。 

○委員長（山本幸廣君） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。改めまし

て、おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり）座って説明させていただ

きます。 

 ９月定例会に当初提出予定の議案は、１８件

でございます。内訳はお手元に配付してござい

ます、平成２６年９月定例会提出予定議案にあ

りますように、決算議案が２件、予算議案が３

件、事件議案が６件、条例議案が７件の合計１

８件でございます。 

 まず、決算議案の２件は、平成２５年度の水
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道事業会計及び病院事業会計の決算につきまし

て、決算事務が完了し、また監査委員の決算審

査も終了しましたので認定をお願いするもので

ございます。 

 なお、この企業会計決算２件につきまして

は、公営企業法の改正等を踏まえまして、これ

まで示してきました議案名、いわゆる水道事業

会計決算、病院事業会計決算とされていました

ものから、水道事業会計におきましては、今回

から利益の処分、また病院事業会計においては

今回、資本金の減少も加味した議案名をもって

提案を予定いたしております。 

 次に、予算議案の３件でございますが、平成

２６年度の一般会計補正予算・第４号と、国民

健康保険及び介護保険特別会計補正予算、それ

ぞれ第１号の３件でございます。その一般会計

補正予算・第４号の補正額は２億２８１９万円

でございます。 

 主なものは、予防接種法の改正に伴いまし

て、平成２６年１０月から、水痘及び高齢者の

肺炎球菌が定期接種化されることとなりまし

て、その事業内容が明確になったことなどから

補正する各種予防接種事業８８２３万６０００

円、それからまた、平成２７年４月１日施行の

消防法の改正によりましてスプリンクラー等の

設置義務がこれまでなかった２７５平方メート

ル未満の認知症対応型共同生活介護事業所や、

小規模多機能型居宅介護事業所等が、法の施行

に先駆けましてスプリンクラー等の整備を行う

地域介護・福祉空間整備等交付金事業３５８５

万１０００円。それから、６月から７月にかけ

ての豪雨で被災ました林道、河川など各施設の

災害復旧費５０９０万円など、総額２億２８１

９万円、約２億３０００万円の補正を予定いた

しております。 

 それから次に、事件議案は６件を予定いたし

ておりますが、議案第７５号は、６月の豪雨に

伴う災害復旧費の７月１日付専決処分、平成２

６年度の一般会計補正予算・第３号の専決処分

の報告及びその承認についてでございます。 

 それから、議案第７６号は八代港内公有水面

埋め立てに伴いまして、本市の区域内に新たに

土地が生じたため、その新たに生じた土地の確

認について、議案第７７号は、その新たに生じ

た土地について港町へ編入するため町区域の変

更をする町区域の変更についてでございます。 

 議案第７８号の市道路線の廃止については、

南部幹線工事の進捗に伴いまして分断される２

路線の市道認定を一旦廃止するもので、議案第

７９号の市道路線の認定についてでは、その市

道認定を廃止した路線を、南部幹線を境にそれ

ぞれ東西に２分し、改めて市道認定をするもの

でございます。 

 議案第８０号は、水処理センター建設工事委

託の契約変更に伴う契約の変更についてでござ

います。 

 以上、合わせて６件の事件議案でございま

す。 

 次に、条例議案は７件を予定いたしておりま

す。議案第８１号から第８７号まで、八代市暴

力団排除条例、八代市営住宅設置管理条例な

ど、条例の一部改正３件、制定３件、廃止１

件、合わせて７件の条例議案でございます。 

 以上が９月定例会の開会日に提出予定の議案

１８件でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○委員長（山本幸廣君） 総務部長の説明が終

わりましたが、何か質疑ありませんか。（｢あ

りません」「なし」と呼ぶ者あり）ありません

か。 

（｢はい、ありません」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 質疑がないようであ

りますので、次に、（ロ）先議案件はありませ

んか。 

○総務部長（木本博明君） はい、委員長。 

○委員長（山本幸廣君） 木本総務部長。 
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○総務部長（木本博明君） はい。今回はござ

いません。 

○委員長（山本幸廣君） はい。 

 次に、（ハ）陳情の取り下げについて説明を

求めます。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）済みません、座りまして御説明申し上げま

す。 

○委員長（山本幸廣君） どうぞ。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） （ハ）陳情の

取り下げについてでございますが、目下、建設

環境委員会におきまして付託審査中でありま

す、陳情第２号・環境センター施設整備事業に

伴う管工事の発注については、去る８月の１３

日、陳情人から、都合により取り下げたいとの

申出書が提出されましたので、この陳情の取り

下げにつきましては開会日の本会議でお諮りす

ることになります。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 説明が終わりました

が、何かありませんか。（｢なし」と呼ぶ者あ

り）質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ないようでございま

すので、次に（ニ）請願・陳情について説明を

求めます。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。それで

は、（ニ）請願・陳情について御説明申し上げ

ます。配付資料の議会運営委員会協議事項レジ

ュメの３枚目、別添資料１、請願・陳情をごら

んいただきたいと思います。 

 ８月２５日現在までに受理いたしました請願

・陳情は、請願１件、陳情２件の計３件でござ

います。まず、請願第３号・消費税増税の撤回

を求める意見書の提出についてでございます

が、これは８月２２日に受理いたしたもので、

請願人は八代市新町６－１１、消費税廃止八代

各界連絡会会長、遠山直毅さんから提出された

ものでございまして、紹介議員は笹本サエ子議

員でございます。 

 次に、陳情第４号・年金削減の中止及び最低

保障年金の実現を求める意見書の提出方につい

てでございますが、これは６月２０日に受理い

たしたもので、陳情人は八代市東片町４６４－

１、全日本年金者組合八代支部長、橋本徳雄さ

んほか１人から提出されたものでございます。 

 次に、陳情第５号・環境センター施設整備事

業に伴う管工事業への配慮方についてでござい

ますが、これは８月１３日に受理したもので、

陳情人は、八代市高小原町１９４６、八代市管

工事業協同組合代表理事、川村忠生さんから提

出されたものでございます。 

 また、委員会への参考送付分といたしまし

て、協議事項に記載の５件を受理いたしており

ます。つきましては、お手元にコピーを配付い

たしておりますが、この取り扱いといたしまし

ては、関係委員会へ参考送付させていただきた

いと思います。 

 なお、この中の上から２番目、議員の発言に

対する議長としての見解を求める要請書につき

ましての関係委員会としては、この議会運営委

員会と考えますので、御一読いただきたいと思

います。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 説明が終わりました

が、何か質疑はありませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。済みません、

一番最後の陳情書なんですが、これが関係委員

会の配付になっているのは何でですか。陳情書
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でしょう。これは参考送付分なんでしょう。

（議会事務局長桑崎雅介君「そうです。あ、失

礼しました」と呼ぶ） 

○委員（幸村香代子君） 一番最後の軽度外傷

性脳損傷の周知。（議会事務局長桑崎雅介君

「あ、はい」と呼ぶ）はい。（議会事務局長桑

崎雅介君「これにつきましては郵送受け取りと

いうことで……」と呼ぶ） 

○委員長（山本幸廣君） 局長、局長。（議会

事務局長桑崎雅介君「失礼しました」と呼ぶ） 

○委員長（山本幸廣君） 議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。郵送受

け付けということでございました。 

 以上です。（委員幸村香代子君「はい、わか

りました」と呼ぶ） 

○委員長（山本幸廣君） 今の説明でよろしい

ですか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） はい。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、次に（２）市長追加提出予定案件１３件

について説明を求めます。 

○総務部長（木本博明君） はい、委員長。 

○委員長（山本幸廣君） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。定例会の最

終日の追加提出予定案件といたしましては、決

算議案１２件と人事議案１件を予定いたしてお

ります。決算議案につきましては、議案第８８

号・平成２５年度の一般会計歳入歳出決算と、

議案第８９号の国民健康保険特別会計歳入歳出

決算などの特別会計の決算１１件を合わせまし

て、合計１２件の決算議案、それからまた、議

案第１００号・教育委員会委員の任命につき同

意を求めることについての人事議案１件を予定

いたしております。これは教育委員５名のうち

澤村勝士氏が本年９月３０日をもって４年の任

期が満了となられることから、その後任をお願

いするものでございます。 

 以上が追加予定議案でございます。 

 なお、環境センター建設に伴う建設用地、現

在は県有地でございますが、この用地取得の費

用等について、現在、最終調整中でありますこ

と、それからまた、ことしの６月に計上させて

いただきましたパトリア千丁の揚湯試験の結果

速報が出ましたものの、最終結果報告がまだで

あることなど、これら議案送付には間に合わな

い事業が数件ございますが、一般質問の最終日

までに準備ができましたら、それらの予算議案

を追加させていただきたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（山本幸廣君） 説明が終わりまし

た。何か質疑ありませんか。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、次に（３）会期の決定について協議いた

します。 

 まず、招集日について報告を求めます。 

○総務部長（木本博明君） はい、委員長。 

○委員長（山本幸廣君） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。招集日につ

いてでございますが、９月１日月曜日、午前１

０時からお願いしたいと考えております。どう

ぞよろしくお願いします。 

○委員長（山本幸廣君） それでは、会期につ

いてお諮りいたします。会期日程につきまして

はいかがいたしましょうか。 

（｢委員長腹案」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 委員の皆さんから委

員長腹案という声が出ましたので、委員長腹案

を事務局に配付いたさせます。 

（書記、資料配付） 

○委員長（山本幸廣君） 配付漏れはありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（山本幸廣君） 念のため、事務局よ

り説明をいたさせます。 

 國岡議会事務局次長。 

○議会事務局理事兼次長（國岡雄幸君） は

い。おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり） 

 会期日程につきまして、委員長腹案というこ

とでございますので、ただいま配付の９月定例

会日程委員長案について御説明をさせていただ

きます。済みませんが、座って御説明いたしま

す。 

 それでは、９月１日月曜日の午前１０時が開

会ということでございます。翌日２日火曜日が

質疑、一般質問の締め切り日となります。締め

切り時間は午前１０時となっております。ま

た、９月８日月曜日から１１日木曜日までが質

疑、一般質問、翌１２日金曜日が質疑、一般質

問の予備日ということになります。翌週から委

員会でございますが、月曜日が敬老の日となり

ますので、火曜日１６日が建設環境委員会、１

７日水曜日が文教福祉委員会、１８日木曜日が

経済企業委員会、１９日金曜日が総務委員会と

いうことになります。最終日につきましては２

３日火曜日が国民の祝日、秋分の日となります

ことから、９月２５日木曜日、午前１０時から

本会議開会ということでお願いをしたいと思い

ます。 

 議会運営委員会、全員協議会の開催について

でございますが、開会日の９月１日、午前９時

から議会運営委員会、続きまして９時３０分か

ら全員協議会となります。また、１０日本会議

の一般質問終了後、議会運営委員会となりま

す。最終日の９月２５日でございますが、午前

９時から議会運営委員会、午前９時３０分から

全員協議会となります。 

 以上が委員長腹案でございます。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（山本幸廣君） 今、委員長腹案の説

明を次長よりいたさせました。その案について

何か御意見等ございませんか。（｢なし」と呼

ぶ者あり）ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、お諮りい

たします。 

 ９月定例会の会期は、９月１日から９月２５

日までの２５日間とすることに御異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 御異議なしというこ

とでありますので、そのように決しました。 

 次に、（４）その他について何かありません

か。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。済みま

せん、企業会計の採決方法についてでございま

す。 

 先ほど総務部長から、今回の市長提出案件１

８件中、企業会計決算２件につきましては、こ

れまでの議案で、いわゆる水道事業会計決算及

び病院事業会計決算とされていたものから、水

道事業会計においては今回から利益の処分、ま

た、病院事業においては今回資本金の減少も加

味した議案名をもって提案予定とのことでござ

いました。ついては、さきに申し述べました利

益の処分及び資本金の減少に関しましては議決

の対象であるとされておりますことから、その

採決に当たっての諮り方といたしましては、委

員会では原案可決及び認定することに御異議あ

りませんか、とした諮り方、また、本会議にお

いては、原案可決及び認定することに賛成の諸

君の起立なり挙手を求めます、との諮り方にな

りますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（山本幸廣君） 説明が終わりました

が、何かありませんか。質疑ありませんか。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、前に進ませてください。 

                              

◎その他について 

○委員長（山本幸廣君） 次に、２のその他に

ついて何かありませんか。（｢済みません、失

礼します」と呼ぶ者あり）総務部長、どうぞ御

退席。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。まず１

点目でございますが、政府要望の件でございま

す。さきの７月の前期政府要望に参加されまし

た議員さんにおかれましては大変お疲れさまで

ございました。先日、所管課の企画政策課から

後期政府要望の日程が決定した旨の連絡があり

ました。その日程は１１月５日水曜から１１月

６日木曜日の２日間を予定し、要望先、要望項

目等の詳細内容は現在、調整中とのことであり

ました。ついては、詳細が決まり次第、該当さ

れます議員さんには連絡するとのことでござい

ましたので、ここに報告をいたしておきます。 

 以上です。 

○委員長（山本幸廣君） ただいまの報告につ

いては、そのように御通知をお願いし、ほかに

ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） 一ついいですか。 

○委員長（山本幸廣君） はい、どうぞ。亀田

委員。 

○委員（亀田英雄君） 済みません、ちょっと

話ば戻すようですが、陳情の取り下げの部分に

ついてちょっと重ねて済みません、時間ば戻す

ようですが。局長の説明では都合によりという

ような話だったと、済みません、間違えたらあ

れですばってんが、せっかくここに出されたあ

れですので、しかるべき理由があっての話じゃ

なかろうかというふうに思うとですたい。だけ

ん、新たに出とるもんですけん、その新たに出

されたから取り下げられたのか、その辺の理由

について、やはりここに出された以上はですた

い、しかるべき理由の説明があったほうがよか

っじゃなかろうかと。次回の、後々の話もです

ね、含めてそう思うものですから、再度お伺い

をしたいです。 

○委員長（山本幸廣君） はい、桑崎議会事務

局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） 貴重な意見、

ありがとうございました。今般、陳情人から、

文書的には都合によりということでございまし

た。で、新たに８月同日に、また同様、同様と

いいますか、陳情が受理されております。内容

につきましては、前回が環境センター施設整備

事業の管工事における分離発注と八代市管工事

業協同組合会員への優先発注を願いたいと。２

点目に、入札参加資格条件に主たる業種として

管工事業を掲げている業者を願いたいというこ

とでございました。 

 今般、都合によりということでございました

が、内容を拝見させていただきますと、この中

で八代市管工事業協同組合会員への優先発注を

願いたい、この部分が削除といいますか、され

ておりました。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 今の説明で亀田委

員、よろしゅうございますか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） はい、どうぞ。 

○委員（亀田英雄君） なら、新たに出し直す

ために出されたという理解でよかっですかね。

取り下げられたと。（議会事務局長桑崎雅介君

「そうですね。失礼しました。はい」と呼ぶ） 

○委員長（山本幸廣君） はい、局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。そのよ

うに理解しております。 

○委員長（山本幸廣君） はい。今の説明でよ
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ろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい、理解しました。 

○委員長（山本幸廣君） ほかにありません

か。ただいま説明が終わりましたが、……議会

事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） 失礼しまし

た。あと１点ございました。 

 ２点目でございます。夏季の服装についてで

ございます。この件につきましては、６月定例

会におきまして、エコスタイル、すなわち上着

を着用しない、それからノーネクタイとするこ

とを御決定いただいております。そこで、９月

定例会におきましてもエコスタイルとするかど

うかにつきまして御決定いただければと思いま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 説明が終わりました

が、何か質問があればお願いします。 

○委員（中村和美君） 委員長。 

○委員長（山本幸廣君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） 質問ではありませんけ

ど、このままのスタイルで１０月まではいいん

じゃないかと思います。 

 以上です。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにござい

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、それではお諮りいたします。 

 ９月定例会における服装については、６月定

例会と同様に軽装、上着無着用、ノーネクタイ

とすることにいたしたいが、これに御異議あり

ませんか。ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 異議がないようであ

りますので、御異議なしと認め、そのように決

しました。 

 その他について、ほかに何かありませんか。

委員の皆さん、ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、それでは次に、３の持ち帰り協議事項に

ついてであります。 

                              

◎持ち帰り協議事項について 

（１）他市議会に対して提出がなされている同

様趣旨の陳情の取り扱い 

○委員長（山本幸廣君） このことにつきまし

ては別紙資料、お手元の資料に配付をいたして

おります。７月１５日開催でありますけども、

持ち帰り協議事項中ですね、（１）他市議会に

対して提出がなされている同様趣旨の陳情、い

わゆるばらまき陳情の取り扱いについてであり

ます。この件について、さきの議会運営委員会

では、市外からの陳情で持参されたものについ

て、参考送付とする、今までどおり委員会に付

託するとの意見があったことから、再び会派に

持ち帰り協議をお願いいたしたところでありま

す。つきましては、御協議いただいた結果につ

いて御報告をいただきたいと思います。 

 まず最初に、自由民主党・絆の鈴木田代表代

理、お願いいたします。 

○委員（鈴木田幸一君） 絆といたしましては

従来どおりの取り扱いでいいんじゃないかとい

うことでした。 

○委員長（山本幸廣君） 次に、自由民主党・

和の古嶋代表、お願いいたします。 

○委員（古嶋津義君） はい。配付のみでいい

んじゃないかと思います。 

○委員長（山本幸廣君） 次に、自由民主党・

礎の成松代表、お願いいたします。 

○委員（成松由紀夫君） 前の２人の方と同意

見でございます。 

○委員長（山本幸廣君） はい。次に、改革ク

ラブの亀田代表、お願いいたします。 

○委員（亀田英雄君） はい。今までどおりの
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扱いで委員会にということで。 

○委員長（山本幸廣君） はい。委員会への付

託ですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） はい。次に、連合市

民クラブの野﨑代表、お願いいたします。 

○委員（野﨑伸也君） はい。今までどおりで

お願いします。 

○委員長（山本幸廣君） はい。最後に、新生

会の百田代表、お願いいたします。 

○委員（百田 隆君） はい。本市に関するこ

とは委員付託として、ほかは議員配付というこ

とでお願いします。 

○委員長（山本幸廣君） ほかの委員の方、御

意見等ありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） はい、福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。やはり何と言い

ましても、委員会でおんなじ問題についての協

議を何遍もやる必要はないという考えのもと

で、議運のほうにこの問題を協議していただく

ように提出したわけですけれども、やはり、何

と言いましても八代市に関する協議であるなら

ばいろいろ熱心に協議したほうがいいと思いま

すし、あんまり直接関係のないものを何遍も協

議していくのは委員会の時間の無駄になるとい

うのが本当の気持ちで私はお願いしたわけです

けれども、そういうことでですね、本市に関係

ある陳情につきましても大体は、それはもう協

議していく必要性があるというふうに思いま

す。ただ、ほかのものに直接、何と言います

か、市に関係の薄いものは文書配付でいいんじ

ゃないかなというふうに私は思いながらです

ね、この議運にお願いしたところでございま

す。 

 そういうことも含めて、今、フードバレー構

想から八代の経済をですね、どんどんよくして

いかなければいけないこの時代の中で、そちら

のほうを熱心に協議するような形で、そういう

陳情取り扱いにしていただければなというふう

に思っております。そういうことで、この問題

は文書配付でお願いできたらというふうに思っ

ております。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにありま

せんか。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 考え方は２通りなんで

すね。多分、何遍持ち帰りやっても結果は一緒

だと思うんですね、よっぽどどっかが譲歩せぬ

限りは。基本的には現況どおりされても構わぬ

と思うとですけど、今までのを見てみますと、

その会期中ずっと継続審査。継続審査でも構わ

なんですが、審査をしないで継続審査という言

葉自体で動いとるような気がしますから、例え

ば、３回ぐらいまでとか、何かそのあたりでも

あればいいんですが、出された方にとうとう２

年間ずっと継続審査という形になって、最終的

には審議未了になるわけですね。それでも構わ

ぬと思うんですが、何かそのあたりも考えんこ

とには、これは何遍やっても平行線、決まらぬ

と思うんですね。そのあたりを考えてみたらど

うかなと思うんですが。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、各委員の

代表の方々からですね、報告がありました。お

手元の資料にですね、皆さん方の意見等を踏ま

えて、委員長、副委員長で事務局にお願いを

し、前回に市外からのばらまき陳情の取り扱い

についてのですね、県下１４市からですね、資

料をですね、いただき、まとめた資料があると

思います。これは７月１５日開催の持ち帰り事

項の協議事項の裏にですね、添付をいたしてお

りますので、このあたりを精査しながらです
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ね、１４市のうちに７市は委員会付託というこ

とであります。そういう中で、これに目を通し

ていただいて、今、前垣委員が言われた件につ

いてもですね、しっかりですね、委員の方々が

御検討いただき、そして、前に進む、結論を出

すというですね、こういう形をとって、お互い

に、これは全会一致でありますので、３対４と

か５対６とか、そういうもんじゃありませぬの

で、御理解をいただき、どういう方法でです

ね、いいのかというのをですね、御検討をして

いただきたいと、委員長からも切にお願いをい

たしたいと思います。 

 持ち帰る、持ち帰るということがですね、適

当なのかということになりますので、よろしけ

れば結論を出すようにですね、御審議をしてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、よろしいで

すか。 

○委員長（山本幸廣君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 今、前垣委員が言わ

れるとおり、これはもう平行線と思うとですよ

ね、何回話しても。ですんで、採決はとれない

ということであるならば、中どりじゃないです

けど、基本的に配付と。で、人吉市であったり

幾つかあると思いますが、そのつど議長の判断

によりということでいかがなものですかね、付

託するのも。原則配付で、この案件については

どうだというのは議長の判断にというようなこ

とでいかないと、なかなか採決がとれないとい

うことであれば、この問題は結局、持ち帰り、

検討、ずっとそれで行くような気がしてならな

いんですが。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにありま

せんか。 

 今、成松委員の今の意見についてはどうです

か、皆さん。 

○委員（福嶋安徳君） はい、委員長。 

○委員長（山本幸廣君） はい、福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） やはり、当初お願いし

たところで、そういった何遍協議しても、やっ

ぱり先ほども前垣委員さんが言われたように、

何遍協議してもやっぱり一緒だろうと思いま

す。そういうことで、文書配付、それに議長の

判断がなされるならば、そういったところで取

り扱う、取り扱わないを決定していただけれ

ば、それでも結構かなと思います。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、よろしいで

すか。 

○委員長（山本幸廣君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 流れ的に、さっき前

垣委員が言われた、例えば、委員会に付託した

ならば、継続、継続、継続でいって、で、審議

未了。そのいずれかの早い時期で審議未了とな

れば、また出してこられるというようなことが

慣例というか、今まで私が見てきた中で、そう

いう傾向にあると思うんですよね。だから、そ

こら付近を配付でとどめてというのは、委員会

の審査の進行上、やはりどうしてもそういった

ものが逆に多い委員会、少ない委員会もあると

は思いますが、例えば、委員長として委員会運

営をする中でですね、そこに時間を費やして効

率的なものを考えて含めてどうなんだと。運営

上ですよ。あくまでも運営上の効率性を考えれ

ばというような意味も福嶋委員の話の中にはあ

ると思いますし、いや、委員会付託で１個１個

きちんとというような御意見の議運の委員の皆

さんもいらっしゃると思うので、そこは中をと

ってじゃないですが、配付でいって、審査すべ

きは審査してというようなことでいかないと話

が全然、これはずっと、採決をとらないという

ことであれば話が終わらないと思います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにありま

せんか。 

○委員（中村和美君） はい、委員長、いいで

すか。 
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○委員長（山本幸廣君） はい、中村委員。 

○委員（中村和美君） はい。今、資料を見せ

ていただいて、１３市議会の中では議長預か

り、全員に配付、うちと余り変わらないような

状況ですので、私は、せっかくですから全議員

に配付して、問題があればですね、例えば、担

当委員会では問題になっても、担当委員会では

問題にならぬというような陳情もあるかもしれ

ませんので、そこは全員に配って、検討してい

ただいて、その先は議長と打ち合わせしてどう

するかというふうに諮ったほうが平等ではない

かというふうに私は思いますので、全議員にま

ずは配付だけはすべきではないかというふうに

私は思います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにありま

せんか。今、中村委員の意見について何かあり

ませんか。 

○委員（亀田英雄君） 委員長。 

○委員長（山本幸廣君） はい、亀田委員、ど

うぞ。 

○委員（亀田英雄君） どっちにしても、今の

意見は配付はするわけでしょうが。そうでしょ

う。配付はするわけでしょう。（｢そうそう」

と呼ぶ者あり）委員会に諮らないまでもですた

い、もしの場合ですばってんが。で、それから

どげんすっていう話に。ルールはまだなかわけ

だいけんですたい。 

○委員長（山本幸廣君） ありません、まだ。

持参の場合の今の審議方というのを審議してる

んですよね。だけん、持参については配付とい

うのは、これは当たり前でありまして。（｢で

すよ」と呼ぶ者あり）あとはもう付託をする

か、せぬかの問題で、今議論をしとるわけです

から、今、成松委員なり前垣委員が言われたよ

うに、全会一致がなければですね、委員長とし

ては、これを持ち帰りするかせぬかという、付

託するかせぬかの中でですね、やっぱりその判

断をせないかぬというふうに思うわけですけど

も、これはもう委員の皆さん方の全会一致を目

指すというのをですね、委員長としてはお願い

をしとるわけですので、そこらあたりを十二分

に委員の方々がですね、付託をしたらどうする

のか、配付だけやったらどうするのかという中

でですね、やっぱり付託について前垣委員が言

われた、そういう方法もあるということもです

ね、肝に銘じながら、委員の方々が各会派の代

表でありますので、そこらあたりを真剣に捉え

ていただければなと私は思います。これは委員

長からのお願いでありますので。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。折衷案ではない

んですが、基本的には全部委員会に付託をする

と。そして、まず審査をすることが大事と思う

んですね。ですから、審査をして、例えば１回

目で、これはもう審査に当たらない、審議未了

という結論が出れば全部上げていいんじゃない

ですか。毎回毎回、審議未了で最終的に没にす

るよりかはですね。ちゃんと審議すればいいん

じゃないですか。で、審議した結果、これはそ

ぐわないという見解が出ればそれでもいいし。

そのときは多数決でしょうから。そのあたりを

考えてみてもいいんじゃないですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 全く同じふうに思いま

す。市民から持ってこられたあれですけんね―

―陳情・請願ですけん、やはりそこは真摯に受

けとめて、一応審査すると。そこは委員会の中

でですよ、きちんと流さなんならですたい。き

ちんと判断して、これは前もあったじゃないか

ということでですたい、方向性ばすぐ出してい

くような運営を心がけるということですよ。受

理して審議するという方向が望ましいと思うと

ですよね。今の前垣委員の方法でいただければ

というふうに考えます。譲らぬというわけじゃ
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なかっですばってん、どこに落とすかという話

はですたい、やっぱり請願・陳情ですけん、市

民の願いですけんが、そこは真摯に受けとめる

という姿勢が必要じゃなかろうかというふうに

考えます。 

○委員（福嶋安徳君） はい、委員長。 

○委員長（山本幸廣君） はい、福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） 今の亀田委員が言われ

た市民からの陳情・請願については、私は別に

協議しないという方向性でお願いしとったわけ

ではありません。市民からの陳情になれば、そ

れは協議するのが当然であって、そこに異論を

申し上げているわけではありません。このばら

まき陳情ですたい、それに対しての問題提起を

しておりますので、市民からの陳情・請願を問

題としているわけではありませんので、そこを

誤解ないようにして協議していただければと思

います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。福嶋委員が言

われるように、市外からの陳情ということでの

ばらまき陳情ということでありますが、市外か

らも市民の方が市外に行っとる方がおられるわ

けですよね。そこらあたりはひとつ御理解いた

だければと思います。いろんな各種異業種の団

体等もおられる中での陳情ということでありま

すので、そこらあたりについては慎重に取り扱

いをしなきゃいけませんけども、各常任委員会

に今までの現状どおり付託はした中で、審議し

た中でですね、いろんな支障があったというこ

との中で、これは福嶋委員がですね、委員長の

ときだと思いますけども、そういう中で出てき

た問題であります。だからこそ慎重にしていた

だきたいというのが、委員長としてはそこはお

願いで、そういう問題があったからこそ、これ

が出てばらまき陳情の取り扱いをしなければい

けないということになっておりますので、そこ

らあたりについてはひとつ、歩み寄りというよ

り、意見の、皆さん方のですね、その委員の方

々のその意見に賛同するという形の中でです

ね、皆さん方が御協議いただければなというの

が委員長の願いでありますので、よろしくお願

いいたします。（｢もう一ついいですか」と呼

ぶ者あり） 

 ちょっと小会しましょうか。小会いたしま

す。 

（午前１０時３９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０３分 本会） 

○委員長（山本幸廣君） 本会に戻します。 

 先ほど、各委員の方々からばらまき陳情につ

いてのですね、意見等々の中でですね、最終的

に決定をいたしたいと、そのように思いますの

で。それでよろしゅうございますか。 

（｢はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、お諮りい

たします。 

 市外からの持参された同様趣旨の陳情につい

ては、議運で協議をし、その取り扱いを決定す

ることに御異議ありませんか。（｢異議なし」

と呼ぶ者あり）ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎持ち帰り協議事項について 

（２）行政視察をふまえて他に協議項目がある

のか 

 ①議運の開催時期について 

○委員長（山本幸廣君） 次に、（２）行政施

設を踏まえて他に協議項目があるのかというこ

とで、議運の開催時期、議会開会日１週間前の

議運の開催日をもう少し早目にできないのかに

ついてでありますが、これについても各会派に

持ち帰り、十分検討されたと思います。つきま

しては、御協議いただいた結果について、御報

告をいただきたいと思います。 
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 報告の順を変えさせていただきます。最初に

新生会の百田代表、お願いいたします。 

○委員（百田 隆君） 不具合が生じたときは

ですね、そのように１週間前にこだわらない

と。あとは従来どおり１週間前。 

○委員長（山本幸廣君） はい。次に、自由民

主党・絆、鈴木田代表代理、お願いいたしま

す。 

○委員（鈴木田幸一君） 早目にできるように

検討していただきたいということです。 

○委員長（山本幸廣君） はい。次に、自由民

主党・礎、成松代表、お願いいたします。 

○委員（成松由紀夫君） 従来どおりでお願い

します。 

○委員長（山本幸廣君） 次に、自由民主党・

和の古嶋代表、お願いいたします。 

○委員（古嶋津義君） はい。議員は常に駐在

身上ですから、いつ議会があってもいいように

心がけておりますので、従来どおりでお願いし

ます。 

○委員長（山本幸廣君） はい。次に、改革ク

ラブの亀田代表、お願いいたします。 

○委員（亀田英雄君） はい。昨今の新聞でも

ありますように、熊本市議会あたりが１カ月ぐ

らい。熊本市と水俣市だったと思っておりま

す、１カ月ぐらい前に議運を開かれて、会期の

決定がなされているような報道がありました。

市民への広報も含めてですね、議会が主体的に

取り組むという姿勢を見せるためにも、やはり

このような取り組みというのは必要じゃなかろ

うかというふうなことを思っております。 

○委員長（山本幸廣君） はい。最後に連合市

民クラブの野﨑代表、お願いいたします。 

○委員（野﨑伸也君） はい。議会の主体性と

いう部分がですね、多分、テーマだろうという

ふうに思うんです。それで、やはり今までどお

りということではなくてですね、やっぱり早目

というか、早目というかですね、議会が主体を

持って、やっぱそういったことを決めていこう

ということでよろしくお願いします。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかの委員の

方、御意見等ありませんか。 

 前垣委員、ありませんか。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） はい、どうぞ。 

○委員（前垣信三君） 別に日にちにはこだわ

らないんですが、例えば１カ月前にされるとき

に、議案あたりがまだ未整備な状態。で、少な

くとも会期に近い時期に議案の説明のための議

運をもう一遍開かにゃいかぬというのがあるん

ですね。今回も、もしかするとこれが上がるん

ではないかなという議案も中にはあるんです

ね、この四、五日のうちに。そのあたりも含め

て、開会日あたりは１カ月ぐらい前に決定はな

されてもいいかなと思うんですが、議案という

ことになると、なるべく近い時期がいいような

気もします。 

○委員長（山本幸廣君） はい、福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。私も、何と言い

ましても、議会が近づいて、陳情・請願等も出

されていきます。それと、議案についても、執

行部がそういった議案作成についても、早くは

やっぱりつくれないというふうに思います。ま

して今回の提案理由にも追加提案が幾つかござ

います。そういうのも含めれば、やっぱり従来

どおりでやっとったほうが。それぞれ、これま

ではちゃんとやらんと議案提出ができないとい

うような認識がもう生まれとっと思いますね。

そこを中心に考えれば従来どおりで結構だと思

います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。最後に中村委

員。 

○委員（中村和美君） ありがとうございま

す。 

 私も従来どおりでいいと思います。急遽、特

別に何かある場合はですね、早目にでも結構だ
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と思いますが、従来でいいと私は思います。 

○委員長（山本幸廣君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。本当に熊日新

聞、結構載ってきててですね、人吉市もそうだ

ったですけれども、やっぱりそれを見られた市

民の人たちが、ああ、議会がこんなふうに始ま

っていくんだということでですね、やっぱり議

会に対して関心を持っていただくということ

も、ある意味、会期を早く決めていくというこ

とがですね、必要なことじゃないかなというふ

うに思います。 

 また、議会が主体的に、先ほど意見ありまし

たけども、主体的にそこにかかわっていくとい

うことについてもですね、意味のあることじゃ

ないかなというふうに思っています。 

○委員長（山本幸廣君） はい。各委員の方々

に意見等をお聞きいたしました。これも一つは

現状どおりという意見と、それからその改革に

ついてはですね……。 

○議長（橋本幸一君） 委員長、発言よろしい

でしょうか。 

○委員長（山本幸廣君） どうぞ、橋本議長。 

○議長（橋本幸一君） 発言の許しを得ました

ので。先般の会議のときも、予算の流れのスケ

ジュールと言いますか、その報告があったと思

いますが、再度、そこを事務局長のほうからさ

せてよろしいでしょうか。 

 それともう一つの１カ月前という件ですが、

先ほど前垣委員も言われましたが、予算という

のはぎりぎりの段階で前回も説明があったと思

います。私も執行部とちょっとそやん打ち合わ

せたんですが、１カ月前にやれば、必ずまた確

実に決まった段階での議運を開かせていただか

けないと、どうしても決定というのは非常に無

理があると。で、先般、ちょうど上天草市、あ

そこも１カ月前に会期決定をされておったんで

すが、結局ある程度の調整の中で、また再度、

確実な議運を１週間前には開きますという２段

階方式じゃないと、１カ月前の議運の決定とい

うのは、非常に調整の上で無理があるというこ

とも頭の中に入れていただきたいと思っており

ます。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにありま

せんか。（｢日程説明はどういう」と呼ぶ者あ

り）ちょっと待ってください。今、意見、協議

をしていただきました。そういう中で議会とし

てのですね、今、橋本議長からですね、説明等

がありました、意見もありましたが、それにつ

いて、詳細についてですね、議会事務局長、桑

崎局長、説明できますか。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい、議会事

務局、桑崎です。 

○委員長（山本幸廣君） はい、どうぞ。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） それでは、資

料をもとに説明させていただきたいと思います

ので、資料を配付してよろしいでしょうか。 

○委員長（山本幸廣君） はい。それでは、資

料を配付いたしますので、しばらくお待ちくだ

さい。 

（書記、資料配付） 

○議会事務局長（桑崎雅介君） 済みません、

まずは私のほうから、１枚目の平成２６年９月

定例会招集までの動きについて、説明をさせて

いただきます。 

○委員長（山本幸廣君） 事務局長、よろしけ

ればそちらのほうに。説明員席のところで説明

してください。よろしいですか。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） ああ、そうで

すか。はい、わかりました。失礼しました。 

 よろしいですかね。 

○委員長（山本幸廣君） はい、どうぞ。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） それでは、わ

かりやすく御理解いただきますために、今回の

９月定例会をとりまして説明をさせていただき

ます。 

 今９月定例会に向けまして、執行部の動きと
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いたしまして、まずは７月２日に関係各課に対

しまして条例改正等、議会に提案すべきものが

あるのかどうかの依頼が行われまして、また７

月４日には、補正予算の要求がある場合には、

要求書の提出依頼が行われているところでござ

います。 

 条例改正等があります場合には、８月１２日

に開かれます法令審議会にかけられることにな

ります。また、予算が必要とされる場合につき

ましては、担当課とのヒアリングの後、７月３

１日、８月１日にかけての部長査定を経まし

て、８月１１日に総務部長及び財政当局から市

長、副市長への予算の概要説明が事前に行われ

ております。その後、８月１９日の市長査定を

経まして、正式に議案が固まるという流れのよ

うでございます。 

 前回開かれました議会運営委員会の中で、議

案説明の通知文送付日はいつなのかとの御質問

があっておりましたが、文書統計課では８月１

９日の市長査定前の１５日の段階で、議案説明

会を８月２６、２７日に開催する旨の通知を議

員に送付しているとのことでありました。執行

部といたしましては、市長査定後、おおむね開

会日の１０日から２週間ほど前に議案等の詳細

が固まるようでございます。 

 議運の招集を早くできないかということでご

ざいますが、結論から申し上げますと、議運を

早目に招集し、執行部から定例会招集日の報告

を受け、会期日程をお決めいただくことは可能

と考えます。また、議運で会期をお決めいただ

きますと、ホームページにおいても周知するこ

とは可能と考えます。 

 ただ、先ほども議長のほうからもございまし

たが、議案の内容が固まらない中での会期等を

お決めいただいた場合、再度、これまでどお

り、定例会開会日１週間ほど前に議運を改めて

招集いただきまして、執行部から提出議案等に

ついて説明を求めることが必要になろうかと考

えます。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 今、議会事務局より

説明がありましたが、皆さん方の御意見をお聞

かせいただきたいと思います。 

○委員（成松由紀夫君） はい、委員長。 

○委員長（山本幸廣君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。前回もこの開

催時期については、執行部の議案の状況であっ

たり、法令審議会等の話も出ておりまして、早

くやれば主体性、早くないと主体性がないとい

うことではなくて、執行部の皆さんであった

り、あと議会の諸先輩からもいろいろとお話を

この件は聞いておったんですけども、その中で

やはり一番ベストな、ベターではなくてベスト

なタイミングが１週間前だというようなことで

認識しておりますし、このスケジュール上、こ

れが一番ベストかなというふうに思いますの

で、現状どおりでお願いしたいと思います。 

○委員長（山本幸廣君） ほかにありません

か。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 大体、提案申し上げた

趣旨はですね、野﨑委員も申しましたが、議会

の主体的な取り組みだったんです。その意味で

申し上げたんですが、前回の会議から、それは

議運の開催時期を早めるちゅうことだろうとい

うようなことでですね、このような話になった

っですが、議会の姿勢だろうと思うとですた

い。そこの問題の視点を、今、議論を重ねられ

とっとですばってんが、執行部が予算のでけぬ

という話じゃなくて、議会の姿勢を私はここ

で、いっちょ投げかけたつもりなんですよ。だ

から、そこについて……。 

 １週間ぐらい前にならぬばしっかりした話は

わからぬというとは、私もずっと携わっており

ますけん、それはわかっとですが、それについ
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て議会がどげんして臨むのかというとを主体に

私は提案申し上げたんですよ。そこを理解して

いただければというふうに思います。それはも

う、１週間ぐらい前にならぬばわからぬですも

ん。しっかりした予算の規模というとはですた

い。だけん、他市が取り組んどることは何なの

かという点も踏まえてですね、八代市議会はど

うあるのかということを論議していただければ

なというふうに考えます。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにありま

せんか。 

○議長（橋本幸一君） 委員長、先ほどのあれ

で。 

○委員長（山本幸廣君） はい、橋本議長。 

○議長（橋本幸一君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（山本幸廣君） はい、どうぞ。 

○議長（橋本幸一君） 上天草市のこの前の堀

江議長と同じ件で、１カ月ぐらい前に大体、議

運開いて、大まかな日程を決めてやろうという

ことだったんですが、ほかに議論がないから議

会改革の話が出たと、やるということですが、

これも何て言いますか、上天草の市議会の慣例

で来てるというような、そういう状況のようで

す。恐らくほかの自治体も、早くから決めると

なれば２段階で決めぬとどうしても都合が悪い

という中でと思いますので、その中で１カ月前

にやって、議会改革の議論をされても、それは

可とは思いますが。そういうことでございます

ので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本幸廣君） はい。今、各委員の

方々からですね、――委員長としてお願いをい

たしたいと思いますが、亀田委員が言われた主

体性と各委員の方々がですね、今言われて、私

も委員長としてもですね、全般のという形を持

っておりましたところが部分的な問題でありま

して、議会の主体性というのを持ちなさいと、

持ったらどうかということの意見がそういう形

になったと思いますけども、委員長としてもで

すね、この日程等も含めながらですね、我々議

員としては、日程についてはなかなか１週間

前、大まかにこれぐらいだろうということはほ

とんど全議員の方々が認識をし、私的な問題も

日程を入れないと思うんですけども、そういう

ことを含めて本当に１週間がベターなのかとい

うこともですね、いろいろな改革の中では考え

ないかんだろうというのは、私も委員長として

は思っております。ただ、今、亀田委員が言わ

れた主体性というのと、今回の全体的な日程を

含めてですね。 

 開会日については１カ月というところも、熊

本市も、今、橋本議長からの上天草市もありま

すが、１カ月前については、開会日等々につい

ての協議で終わり、最終的な、法令だろうが、

その一つの中ではですね、煮詰めるというの

は、執行部のやっぱし考え方もですね、これは

尊重していかないかんと思いますし、そこあた

りを皆さん方が整理をしていただければなと思

います。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（山本幸廣君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 要するに、亀田委員

の趣旨とはまた違って、これば早める、早めな

いというのは何かこの議論の中で出てきたこと

だというような話でありますし、２段階方式

か、現状どおりかということになると、それは

現状どおりでよろしいのではないでしょうか。

何らか支障があったということではないわけで

すので。百田委員もおっしゃいましたけども。

で、その都度、何かもっと早めなければならな

いという事情があれば、そのときはまた委員長

が議運を招集されると思いますので、そのとき

の対応でよろしいかと思います。 

○委員長（山本幸廣君） ほかにありません

か。（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 福嶋委員。 
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○委員（福嶋安徳君） 今の議運についてのこ

の１カ月前と１週間前との議論ですけれども、

どうせ早目にやるとすれば、議会の日程等を決

めるだけの議運になるんでしょうか。それとも

ほかの議案も何かを協議するのかということに

なると思います。 

 そういった関係でしますならば、本当、本来

なら私は、年１回の予算を決める予算審査なん

かは、やはり年１回ぐらいは、年の１回の当初

予算のあれにはついては、いわゆる予算審査で

すかね、そういったことを含めてやったらどう

かなというふうに思いますけれども、ここの場

合は、今の今度の場合は内容が違いますので、

そこはさておいて、現状のままで。必ず２回を

やらないかぬということになろうかと思います

ので、１回できちっと済ませられるような時期

で、現状どおりということでお願いしたいと思

います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにありま

せんか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 今、福嶋委員言われま

したとおり、予算審査ですね、の関係というの

は私も非常に賛同する部分がありまして、非常

にいい意見じゃなかったかなというふうに思い

ます。これは別なんですけど。 

 この話なんですが、先ほど言われましたとお

り、事務局のほうから会期を決めるのは可能と

いうようなことでありましたし、ただ、その場

合でも、やはり１週間前にはやっぱ議案が固ま

った時点でもう一回開く必要があるというよう

なお話がありましたが、私はそれでいいんじゃ

ないかなというふうに思います。というのも、

１カ月前というか、そのあたりにはですね、必

ず議運というのを開かれておりますんで、そう

いった中で会期のみはそこら辺でちょっと話を

していくとか、あと議長も言われましたけれど

も、議会改革についてはですね、多分、ここら

辺で終わる話じゃない、ずっと続けていくよう

な話だと思うんですよ。議論もですね。だけ

ん、会期だけ決めるんじゃなくて、その間の、

１カ月前だったり、――１カ月前かわかりませ

んけれども、そのときにいろいろ会期も含めて

ですね、議会改革の話も一緒に、上天草市さん

がやってられる形でやっていけば、議会の主体

性というのもとれていくんじゃないかなという

ふうに思いますんで、そっちのほうでどうかな

というふうに思います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにはござ

いませんか。 

 ちょっと小会いたします。 

（午前１１時２３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２５分 本会） 

○委員長（山本幸廣君） いろいろと御意見が

ありました。本日の協議結果を各会派に持ち帰

りいただき、引き続き会派でも御協議を深めて

いただきたいと思います。 

 次回、再度御協議いただきたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎持ち帰り協議事項について 

（２）行政視察を踏まえて他に協議項目がある

のか 

 ②議会改革に取り組む基本的な考え方につい

て 

○委員長（山本幸廣君） 続きまして、②の議

会改革に取り組む基本的な考え方についてであ

ります。御協議をいただきたいと思います。 

 最初に、連合市民クラブの野﨑代表、お願い

いたします。 

○委員（野﨑伸也君） はい。議会改革という
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のがですね、前期のときにやられたというので

私も認識しております。ただ、あれで終わった

というふうにはですね、私も思ってませんし、

多くの市民の方というのは、特に今、議会に対

してですね、地方議会に対して、非常にです

ね、関心持っておられるというのがですね、あ

ります。皆さんもそれは御認識されてると思い

ますけれども、そういった中で、果たして八代

市がこの県下の中でどれぐらいのレベルにある

のかというのも、やはりまた見直さんばいかぬ

というのもありますし、やっぱり率先して議会

改革はですね、八代市としては進めていかんば

いかぬというふうに思っております。 

 そういった意味ではですね、やはり基本的な

考え方としては、こういった協議する機会とい

うか、場というのも設置しながらやっていくべ

きだろうというふうに話は決まっております。 

○委員長（山本幸廣君） はい。次に、新生会

の百田代表。 

○委員（百田 隆君） はい。一応２人で協議

しましたけれども、皆さん方の意見に従おうか

と。（｢主体性がないじゃないですか」と呼ぶ

者あり）（笑声） 

○委員長（山本幸廣君） 次に、自由民主党・

絆の鈴木田代表代理、代理、お願いいたしま

す。 

○委員（鈴木田幸一君） 本来、議会改革とい

うのは、それぞれの特別委員会等を設けながら

するべきだという考えは持っておるんですけれ

ども、この前、議会改革したばかりであります

ので、余り改革、改革ちゅうことでですね、し

ていくならば、いかにも今までの議会そのもの

が市民から市民感情を逆なでしておったよう

な、そういうふうにとられがちでもあるような

気がいたします。 

 そういった意味からもですね、もう少しこの

議会改革については時間をいただいてからです

ね、取り組んでもいいんじゃなかろうかとも思

いますけど。 

○委員長（山本幸廣君） 次に、自由民主党・

礎、成松代表、お願いいたします。 

○委員（成松由紀夫君） はい。議会改革に取

り組む基本的なということでありますが、今、

鈴木田代表代理からも話がありましたように、

議会改革特別委員会を以前、そんなに遠くない

最近でありますが、その中でいろいろと、その

都度懸案事項はまた、答えが一旦出ております

ので、また拙速に、新たにつくるのかと。つく

って、また議会改革特別委員会なるものですよ

ね、掘り下げて協議をする機会をということに

なりますと、議会改革に対する協議というの

は、日ごろ、会派でありますとか、そういう中

で出てきておりますが、具現化して特別委員会

まで協議の場を設置するというのは、少し間が

拙速過ぎやせぬかなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（山本幸廣君） はい。自由民主党・

和の古嶋代表、お願いいたします。 

○委員（古嶋津義君） はい。先に議会改革特

別委員会でも十分に議論をしたと自分では思っ

ております。定数の削減をしたし、費用弁償等

の削減も行いましたし。ただ、予算委員会につ

いてはですね、とうとう設置ができなかった

と、そういう部分があります。 

 ただ、市民の声を聞けばですね、究極は、究

極ですよ、議会は廃止かなと思っております。

もうそこまで掘り下げて検討していいのかなと

いう思いがありますので、私はちょっと持ち帰

らせていただきたいと思います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。最後に、改革

クラブの亀田代表、お願いいたします。 

○委員（亀田英雄君） ここに書いてあるとお

りです。図らずも、今、古嶋委員のほうから議

会不要論のような話もありましたが、議会はそ

のようなものじゃなくてですたい、市民の代表

としてですね、やっぱり協議していかなければ
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ならない。その存在を示すためにもですね、や

はり取り組む姿勢というのがですたい、みんな

で共有をする必要があると。きょうの協議もで

すたい、いろいろあって、もう、合わぬ話ばっ

かりですけん。それをどのようにして寄せるか

という協議の場を設けたらいかがかなと。難し

か話ですが、というふうなことで思っておりま

す。 

○委員長（山本幸廣君） ほかの委員の方、御

意見等ありませんか。ありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） はい、委員長。 

○委員長（山本幸廣君） はい、福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） 私も議会改革の名のも

とに行動するとなれば、八代市のためにです

ね、議会がどのような体制で活動できるのか。

そのためにはやはり、いろんな議員からの提

案、または会派からの提案、いろんな、市に対

してですね、そういった提案をできるような状

況が必要かなと思います。 

 今現在を言うならば、雇用の問題、それと港

湾整備の問題、そういったところにですね、八

代経済をよりよくするための条件的な提案をで

きるような議会でありたいなというふうに思い

ますので。自分たち自身のですね、ことを、や

はりきちっとやれる議会改革であってほしいな

と思います。そういうことです。 

○委員長（山本幸廣君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ほかにないようであ

りますので、委員長のほうからお願いをいたし

ておきます。 

 いろんな各委員の方々の意見を集約をいたし

ますと、全会一致というのはなかなか難しいよ

うな状況であります。ただ、認識をしなきゃい

けないのは、議会の改革というのは常に前進を

していかないかぬ、これは市民の一つのやっぱ

代弁者であるし、議会というところはですね。

その主体性というのを持っとかないけませんの

で、これからについてもですね、議会改革の中

身について、具体的にどのようなことをするの

かしないのかというのを含めてですね、慎重に

考え、審議をしていただきたいと思いますの

で。 

 委員長としては、皆さん方にお願いですけど

も、持ち帰りをさせていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） いろいろ御意見があ

るようですので、本日の協議結果を各会に持ち

帰りいただき、引き続き各会派でも協議を深め

ていただいた上で、次回、再度御協議いただき

たいと思いますが、これに御異議ありません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎持ち帰り協議事項について 

（２）行政視察を踏まえて他に協議項目がある

のか 

 ③議会基本条例 

○委員長（山本幸廣君） それでは、次に、議

会基本条例。これについては、お手元の資料に

ありますように、二元代表制を具現化するため

に議会基本条例が必要であり、検討を願いたい

と――、についてであります。各会派で御協議

いただいたと思います。そういう中での結果に

ついて、御報告をいただきたい。 

 最初に、改革クラブの亀田代表、お願いいた

します。 

○委員（亀田英雄君） はい。議会基本条例に

ついては必要だと思うんですよ。で、いろんな

ことを一つ一つ、今は話しとっとですが、全部

まとめた中ですね、セットになっとうと思うん

ですね、基本条例って、全部包含する話じゃな
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かろうかと思いますとですたい。その中に含ま

れる話であって、この１つに取り組んでいけ

ば、ここの話は終わっていく話ですけん、その

ような意味を含めてですね、ぜひ基本条例を検

討をしたらどうかというふうに考えます。 

○委員長（山本幸廣君） はい。次に、連合市

民クラブの野﨑代表、お願いいたします。 

○委員（野﨑伸也君） はい。必要という認識

でございますが、いろんな――、これを決める

ということになれば、いろんなことをですね、

各議員さんでいろいろ話し合いをずっとしてい

かなきゃならぬと、そういった中でこの基本条

例というのがつくられていくという過程があり

ますので、そういった過程を踏んでいくという

のがですね、議会の、やっぱり合議体としての

ですね、考え方を一つにしていくという、そう

いったものをつくっていくというのもですね、

対しても、非常にこれ重要な役割を持ってると

思いますので、ぜひ必要だというふうに思いま

す。 

○委員長（山本幸廣君） はい。次に、新生会

の百田代表、お願いいたします。 

○委員（百田 隆君） はい。現在、規約等で

議員あたりは制約されてる部分もあるわけです

よ。必要が生じたときは、ぜひつくろうかと、

つくってもいいんじゃないかという話です。 

○委員長（山本幸廣君） 次に、自由民主党・

絆の鈴木田代表代理、お願いいたします。 

○委員（鈴木田幸一君） これにつきましては

ですね、やはり必要であるとは思いますけれど

も、まだ十分な体制づくりが必要でありますの

で、持ち帰って検討させていただきたいと思い

ます。 

○委員長（山本幸廣君） 次に、自由民主党・

礎、成松代表、お願いいたします。 

○委員（成松由紀夫君） はい。議会の基本条

例については、まだなかなか問題等、課題等も

あるというふうに考えておりますので、そこは

慎重にまた進めていきたいというのが会派の話

でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 最後に、自由民主党

・和の古嶋代表、お願いいたします。 

○委員（古嶋津義君） はい。まだ会派として

は、一つの市だけしかまだ視察研修を重ねちゃ

おりませんので、もう少し他市の状況を見なが

ら検討してまいりたいと思いますので、持ち帰

りでお願いをしたいと思います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかの委員の

方、御意見ありませんか。 

○委員（中村和美君） いいですか、委員長。 

○委員長（山本幸廣君） はい、中村委員。 

○委員（中村和美君） この基本条例というの

は、自分たちを反対には縛るようなことにもな

るわけですので、慎重にですね、やはり他の市

としてはどういう状況なのかとかいうのもです

ね、探りながらすべきであって、簡単にこの条

例をつくろうということじゃないと思いますの

で、慎重にやっていただきたいというふうに思

います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、いろいろと御意見があるようですが、本

日の協議結果を各会派に持ち帰りいただき、引

き続き各会派でも協議を深めていただいた上

で、次回、再度御協議いただきたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎持ち帰り協議事項について 

（３）その他 

 ①海外行政視察について 

○委員長（山本幸廣君） 次に、（３）のお手
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元の資料の３でありますが、その他の①であり

ます。海外行政視察についてであります。 

 各会派で御協議いただいたと思います。その

結果について御報告いただきたいと思います。 

 最初に、自由民主党・和の古嶋代表、お願い

いたします。 

○委員（古嶋津義君） はい。まだまだ市民の

声を聞けば、そこまではいっていないのかなと

いう思いはありますものの、予算化がですね、

せめて政務調査費か、で、これ書いてあります

ように、北海市とか、予算の問題等もあります

し、それから、今、盛んに行われとるのは台湾

あたりですね、そのあたりも調査費で行けない

のかなと、その辺のところを検討してもらいた

いなと思っております。 

○委員長（山本幸廣君） はい。次に、改革ク

ラブの亀田代表お願いいたします。 

○委員（亀田英雄君） はい。まだ市民の理解

を得られないのかなというふうに考えますが、

北海市とか、そういうあれですね、友好都市で

ありまして、執行部からの要請があればという

話も前回ありましたが、そのような中でのです

ね、あればやぶさかじゃないのじゃないかなと

いうふうに考えております。まだ議員だけの海

外視察は時期尚早じゃないかなと考えます。 

○委員長（山本幸廣君） 次に、連合市民クラ

ブの野﨑代表、お願いいたします。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済みません、個

別にですね、中国とか北海市とかいう話があっ

たものですから、いろんな話をしたんですけれ

ども、中国のイグサの関係については、生産者

の方々からも、今さら行って何すっとやという

話も聞くっていう話がちょっと私たちの中でも

出たんですよね。あと、北海市についても、経

済交流ということで言えばですね、少し遠過ぎ

るだろうと。 

 ただ、今の状況の中では、議長も行かれたで

すけど、やっぱ台湾とか、そっちのほうにです

ね、今、経済のほうはシフトしてきているとい

うのがあるけん、どやんかなと、北海市とはど

うかという話もありました。 

 で、結局はですね、この海外視察については

時期尚早だろうということで、話まとまってお

ります。 

○委員長（山本幸廣君） はい。次に新生会の

百田代表、お願いいたします。 

○委員（百田 隆君） はい。市民感情という

ものがあるものですから、それらに配慮してで

すね、行かなきゃならぬというならば、自費で

行ったらどうだろうかということです。 

○委員長（山本幸廣君） 次に、自由民主党・

絆の鈴木田代表代理、お願いいたします。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。議員の成長と

いうのはですね、知識的なものもあるし、ある

いは心の成長もあると私は考えております。 

 こういった意味からですね、国内研修は知識

の上では非常に大事な内容ではあるけれども、

国外研修というのはですね、いろんな国際的な

立場に立った、議員の心の成長が必要だという

面については大切な研修だと考えております。 

 ただ、今の状況下では、市民感情というふう

な部分もありますので、なかなか難しいちゅう

部分のことについては理解しておりますので、

いずれはできるだけ早い時期に研修してもらい

たいって、海外研修してもらいたいという気持

ちはありますけれども、当分の間、八代市の友

好都市である北海市とか日本にも非常に関係の

ある台湾等については、できるだけ前向きな議

員の研修をしていったらいいかなというふうに

考えております。 

 以上です。 

○委員長（山本幸廣君） 次に、自由民主党・

礎の成松代表、お願いいたします。 

○委員（成松由紀夫君） はい。国内研修はよ

ろしくて、国外研修はよろしくないというよう

なことではなくて、国内も国外も含めてです
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ね、議員がやはり視察するべきものは、きちん

と視察するべきだというふうに思いますし、市

民感情の大方の方々のですね、意見がどうなの

ということはあるかもしれませんが、ただそこ

はきちんとした形で、政策としてきちんとです

ね、立案できるような、そしてまた課題です

よ。 

 先ほど、イグサで海外に行って、今さら行っ

てどぎゃんなっとかいというような方の御意見

があるというようなことでございますが、自費

で私もいろいろ行ってきましたけれども、実際

問題ですね、あれだけひのみどりの、偽装のイ

グサがあれだけ中国にある、そういうことをで

すね、現場に行って、ちゃんと寧波市であった

り、四川省の問題もあります。イグサだけに限

らずですよ、北海が友好都市で云々ということ

がありますが、議員の皆さん方が北海のことを

どれだけわかってるかと。私も行ったことござ

いませんし。 

 また、そういう個別案件に限らずですね、ポ

ートセールス等々もあります。熊本県が上海市

に事務所を出したり、そういったこともです

ね、いろいろと総合的に、しっかり議員として

判断する部分では、国内はいい、国外はよろし

くないではなくて、国内も国外も、やはりきっ

ちりと八代市の諸問題に対して対応できるよう

な形をつくるべきだというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかに御意見

はありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） はい、福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） 熊本市議会が、２年前

だったですかね、海外視察も許可して、海外視

察をなされたという状況がございます。一番厳

しい今の経済状況の中でありましたけれども、

熊本市はそういった形で。やはり海外のことも

議員がきちっと知らないと、市民の皆さんにい

ろんな状況の話もできないというようなことが

挙げられるというふうに思います。 

 そういうことで、市民の方がですね、私も言

われたことがあります。議員の肩書きを持って

いないと、本当の話を、向こうのいろんな―

―、何といいますか、市の体制の中、それと国

の体制、そういった方々にいろいろ話を聞く中

には、そういった議員の立場を持っとかない

と、何も向こうからは話をしていただけないん

ですよね。一般市民の方がそういったいろんな

ことを行こうとしても、なかなかそれが向こう

の人たちとのちゅうか、いろんな協議ができな

いというふうな状況もありますし、そういうの

を考えればですね、やっぱり議員の立場で、そ

ういったしっかりした調査の項目があるなら

ば、そういったことも、行ってですね、やはり

情勢あたりも協議してくる必要性もあるのか

な。情報を得てくるのも、ひとつ大事なことか

なというふうに思っております。 

 そういうことで、今、市民の皆さんがいろん

な状況を考えておられると思いますけれども、

やはりできることであるならば、やっぱり議員

が行って、そういった調査等もやってくるのも

必要であるというふうに私は思います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかに御意見

等ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、いろいろと委員からもですね、市民感情

の問題等々も出ておりますし、また、国内、国

外を問わずですね、視察をしたらどうかという

意見も出ております。 

 そういう中で、これは委員長からのお願いで

ありますけれども、公費でするのか、公費で行

くのか、それとも自費で行くのか、そこあたり

についてですね、皆さん方のですね、御意見等

があれば聞かせていただいて、御参考にしてい
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ただき、そしてまた、これを決定するか持ち帰

るかということも含めてですね、皆さん方の御

意見を聞かせていただきたいと思います。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（山本幸廣君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 今、自費、公費とい

う話が出ましたが、自費で今行っております。

ただですね、そうなると、今いろいろ地方議員

の問題がマスコミ等々でも取り上げられてる中

での市民感情というのがあると思うんですよ。 

 ただ、市民感情がどうあれですよ、どうあ

れ、それは確かに大事な部分だと思いますが、

議員職として、毅然とですね、まじめに、きち

んと、国内だろうが国外だろうが視察している

議員もおるわけですね。それを一部のああいう

少数のおかしな部分だけが表に出てきて、それ

に市民の皆さんが反発してということも確かに

配慮しながらせないかぬ。 

 ただ、やはりやるべきことはきちんとやっ

て、イグサの部分だけを言うつもりはないんで

すが、イグサに関することが多かったもんです

から、言わせてもらうと、やはり八代市にとっ

て中国産のイグサということが少なからず、か

なり影響を受けてきて、基幹産業がこうなって

るんだと。で、行ってみてですね、本当に見て

いただきたいなと。そしたら皆さん、本当に緊

張感が、ああ、こういうことなんだと、中国っ

ていう国はこういうことやってるんだというこ

ともですね、考えていかなきゃいかぬ。 

 しかし、需用と供給のバランスを国内ハウス

メーカー等々の部分を考えれば、だからといっ

て中国をないがしろにもできない。そういうこ

ともですね、八代の基幹産業の一つの、作物に

対してもそれだけの問題があるということがあ

るんで、それが公費か自費かというようなこと

になってきますと、これからどんどん議会人と

いうのが優秀な方が埋もれていくようなです

ね。お金持ちだけが議員をして、なかなかお金

がない方は、そういうことにも参画できないよ

うなことも考えていくと、やはりこういったこ

とはですね、議員職としては国内、国外を問わ

ず、やっぱり調べるものはきちんと調べて、そ

して政策に反映させるというのは、私は基本的

な姿勢であるべきだと思いますので、ぜひそう

いったことも考えていただきたいなと思いま

す。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにありま

せんか。 

○委員（亀田英雄君） 委員長。 

○委員長（山本幸廣君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 今出された意見を踏ま

えてですね、会派に持ち帰って検討したいと思

いますが、いかがでしょうか。（｢異議なし」

と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） はい。今、持ち帰る

という、協議をいたしたいという御意見出まし

た。 

 これは委員長からですね、私も古嶋委員も、

私たち議員職というのが長いわけであります

が、旧市の場合ですね、海外視察の問題等で何

もなかった時代がありました。これはもう正々

堂々と行政視察をし、今成松委員が言われたよ

うな政策的な問題も御提言できるような、そう

いう１つの目的を持った海外視察、行政視察や

ってきました。 

 そういう中で、なぜこの問題が、海外視察が

できなくなったのか。そしてまた、我々議会と

して、野球の親善試合も中止になりましたし、

そういう中で、これは私たちも経験をした中で

ありますけれども、前向きにいろんな問題を検

討していく必要があると思います。いろんな見

聞をするということは大事でありますしです

ね。 

 そういう中で、今の状況でこれが妥当なのか

ということをですね、皆さん方が御検討いただ

ければというふうに思いますし、きょうの意見
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の中で、各議員の方々の意見を再度持ち帰りい

ただきましてですね、具体的に、この次の再度

協議するときにはお示しをいただくという形を

ですね。それは先ほど言ったような、公費で行

くのか、自費で行くのか、そこらあたりも含め

て、そしてまた執行部、きょうは橋本議長も御

出席なさっておりますが、やはり執行部からの

御提案をされた中でですね、議会も一緒にとい

うことで、公費で行くとかですね、そういうの

をひとつ皆さん検討していただくように。議長

にも私のほうから、委員長からですね、この問

題についてもひとつお願いをいたしたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いし、再度協議

をするということで、持ち帰りをしていただく

ように、御意見等ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 御異議なし認め、そ

のように決しました。 

                              

◎持ち帰り協議事項について 

（３）その他 

 ②所管の常任委員会でも「行政視察を踏まえ

て」として協議の場を設けたらどうかについ

て 

○委員長（山本幸廣君） 次に、所管の常任委

員会でも行政視察を踏まえてとしての協議の場

を設けたらどうかと、これについてであります

が、御検討、会派に持ち帰りいただいて、その

取り組みを検討をいただいたと思います。御協

議の結果をですね、御報告いただきたいと思い

ます。 

 まず最初に、自由民主党・礎の成松代表、お

願いいたします。 

○委員（成松由紀夫君） はい。行政視察を踏

まえて、また新たに協議の場というのはです

ね、それはそれぞれ皆さん復命書なり、これは

もう議員、協議は、行った先々でもですね、協

議はやりますし、また帰って新たにどうこうと

いうことではなくて、これはそれぞれの議員さ

ん方の、議員職としての当たり前の、協議はせ

ずとも、自分で感じ取っていったことを政策に

反映させていくということですので、現状どお

りでお願いしたいと思います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。次に、自由民

主党の和の古嶋代表、お願いいたします。 

○委員（古嶋津義君） ただいまの御意見と同

様でございます。 

○委員長（山本幸廣君） はい。次に、改革ク

ラブの亀田代表、お願いいたします。 

○委員（亀田英雄君） はい。議運が沖縄に質

問のことで行きましたよね、テーマを持って。

それを持ち帰ってきて、けんけんがくがくの話

をしたと。そのような風景をですね、所管事務

調査でも、――所管事務調査じゃなくて、各常

任委員会でもしたらどうかというようなことで

提案申し上げたつもりでございます。 

 せっかく行ってですたい、復命書まで今来と

っとですばってんが、あと一歩踏み込んでです

ね、これは八代市も反映したらよかばってんな

あという話のあっとですばってん、なかなかそ

れが反映されていかない。で、帰ってきてすぐ

ですたい、この会議を開いて、こんなのあった

ばってん、どげんかというような話をしてくれ

ばですね、もう一歩踏み込んだ話ができるんじ

ゃないかなというような思いで提案した次第で

す。 

 このようなことがですね、視察の成果と、ひ

いては海外視察行ってもどうかという市民感情

にもつながっていくと思いますので、ぜひ１

回、そのような形で取り組むことは必要じゃな

かろうかというふうに考えます。 

○委員長（山本幸廣君） はい。次に、連合市

民クラブの野﨑代表、お願いいたします。 

○委員（野﨑伸也君） はい。委員会でです

ね、行って、いろんなものを研修すると、非常

にいいものを見たというような中で、やはりそ
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の時々にもですね、いろんな話を多分委員さん

の間でするというのもあると思います。 

 ただですね、それが今までやっぱ復命書でで

すね、終わってしまってるというのは非常に残

念だなというふうに思うんですね。やっぱ、よ

かなということであれば、ある事業に対する、

執行部に対する提案であったり、あるいは条例

だったりって、そういったものはですね、やっ

ぱ執行部に対して、委員会として皆さんが一緒

になって出すというのがですね、議会としての

取り組み、見える議会というふうにつながって

いくんじゃないかなということで、これをやっ

てほしいと、設けてほしいというようなことで

まとまっております。 

○委員長（山本幸廣君） はい。最後に自由民

主党、――次に、新生会の百田代表、お願いい

たします。 

○委員（百田 隆君） 視察の目的は、勉強し

て、その成果を取り入れるということでござい

ますので、これはいいんじゃないかなというふ

うに私たちは結論づけました。 

○委員長（山本幸廣君） はい。最後に、自由

民主党・絆の鈴木田代表代理、お願いいたしま

す。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。これはです

ね、時間的にも十分に、視察先での時間もあり

ますので、改めて成果を持ち帰らなくても、十

分に協議できているというふうに私は感じてお

ります。それで、今までどおりでいいと思いま

す。 

○委員長（山本幸廣君） ほかに御意見等あり

ませんか、委員の方々。 

○委員（福嶋安徳君） はい、委員長。 

○委員長（山本幸廣君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） 今までの常任委員会で

も、行ったその先の反省会ちゅうのは、いつ

も、たびたび……（｢反省会じゃない」と呼ぶ

者あり）まあ、反省する今の意見の場ですが、

それはたびたびですね、毎日のように、それと

なくやっとるわけです。そういうことでです

ね、協議はそのときそのときで大体、きょうの

視察はこうだったよなというような話はやっと

るわけです。 

 それを踏まえてですね、やはり一人一人の議

員さんが、こういうのを執行部に提案してみた

いなというのを一般質問の中で、それぞれがそ

ういった内容的なこともお伺いをしながら、執

行部に対して提案している問題もございますの

で、そこらあたりは議員さんの裁量でいいかな

というふうに思います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかに委員の

方々ありませんか、御意見等。 

○委員（前垣信三君） はい、いいですか。 

○委員長（山本幸廣君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） いいことだと思うんで

すね。ただ、ここで全員でっ決めて、全委員会

がそれをせないかぬという取り組みじゃなく

て、常任委員会の委員長さんがその必要性があ

ればその委員会を招集して、協議をしてもらえ

ばいいんじゃないかなと思うんですね。で、絶

対やらないかぬという取り決めをすると、何遍

も何遍も多分持ち帰りでしょうから、常任委員

長の判断に委ねたらどうかと思いますが。 

○委員（中村和美君） はい、委員長。 

○委員長（山本幸廣君） はい、中村委員。 

○委員（中村和美君） はい。常任委員会は所

管の委員会等がありますので、その問題に対し

て行かれた議員さんはですね、そのときの自分

の感想ということをですね、述べられて、復命

書だけじゃなくて、市のあり方というのを皆さ

ん方の披露されたらどうかなというふうに思い

ます。改めてそういう報告会というのは私は必

要はないんじゃないかというふうに思います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにありま

せんか。 

 はい、幸村委員。 
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○委員（幸村香代子君） はい。多分、視察の

ときに、皆さんおっしゃるように、いろんな意

見交換なんかをされているんだというふうに思

うんです。だけどそれをどんなふうに形にして

いくか、よかったよねというふうに終わるの

か、それをきちんとした形として残していくの

かということなんだというふうに思います。 

 それで、さっき前垣委員がおっしゃってたん

ですが、それぞれ今、委員会行った後、委員の

メンバー全部復命書、所見を出すわけですか

ら、それは必ず委員長、副委員長も目を通され

てるんだろうと思います。その中からですね、

やっぱりこのことについては執行部に提案をす

るようなですね、中身として検討したらどうか

とか、そういったふうなのをですね、一度委員

長のほうで、また副委員長も含めて見ていただ

いて、一番直近の委員会のときに再度提案をい

ただくとかですね、そういった形にしていくと

いうこともやり方としてはあるのかなと。どう

にかして、せっかく所管の委員会としてまとま

っていくわけですから、そこで何か、まとまっ

た成果がですね、出せる、また出すということ

は必要なことじゃないかなというふうに思いま

す。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにありま

せんか。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（山本幸廣君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 今、るる出ておりま

すが、そういった部分については各常任委員会

の委員長判断ということでもよろしいかと思い

ます。 

 一つ一つ、事項事項ではですね、かんかんが

くがく話すのもいいですが、主義主張もありま

すし、イデオロギー的なことでいろいろ話がか

み合わないこともあります。 

 そういうのを無理無理にですね、亀田議員が

おっしゃるのもよくわかりますけれども、なか

なか難しいところもありますので、具現化して

いくということについては一般質問でそれぞれ

議員さんやっておりますし、それが執行部が考

えて、またより具体化されていくという反映す

る場もありますし、そういったことで、それぞ

れ委員会発議なり、行ってきたことでどうだと

いうようなことがあれば、各常任委員会の委員

長に任せていただければというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（山本幸廣君） はい。委員長として

皆さん方の御意見等を聞きながらですね、ここ

で再度お願いであります。 

 いろんな意見の中でですね、冒頭からお話し

しておりますように、これは全会一致というの

は私は委員長としてもそういう考えを持ってお

りますので、いろいろと意見が出ましたが、今

回の議運でのですね、この問題については、本

日の協議結果を踏まえて持ち帰りいただき、引

き続き各会派でも協議を深めていただきたいと

思います。次回、再度御協議いただきたいと思

いますので、これについて御異議ありません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 それでは、本日までに確認、了承いただいた

協議項目につきましては、９月１日開催の全員

協議会で議員各位に御報告をいたしたいと思い

ます。 

 以上で、本日予定いたしました案件について

は終了いたしました。 

 次に、次回の開催日の件でございますが、来

月は定例会となりますので、１０月の第３火曜

日、日にちについては１０月２１日、火曜日で

あります。開催予定となっておりますが、当日

はですね、八代生活環境事務組合議会正副議長

会議が予定されておりますので……、（委員古
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嶋津義君「２０日に変更しました」と呼ぶ）

今、生活環境事務組合の議長の古嶋議長からで

すね、日程の変更があったということでありま

すので、日程の変更をさせていただきたいと思

います。 

 小会いたします。 

（午前１１時５８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後 ０時０２分 本会） 

○委員長（山本幸廣君） 次に、次回の開催日

の件でございますが、来月は定例会となります

ので、第３火曜日ではありません。１０月１７

日金曜日、１０時に開催いたしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 御異議なしと認め、

次回、１０月の１７日金曜日に開催いたしま

す。 

 その他、何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） なしと声がありまし

たので、それでは、以上で議会運営委員会を閉

会いたします。ありがとうございました。 

（午後０時０３分 閉会） 
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